
告 示

�愛媛県告示第４５０号
愛媛県公印規程（昭和３４年愛媛県訓令第８号）第６条の規定によ

り、知事印（専用公印）を次のとおり新設した。

平成２８年４月１５日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第４５１号
次の病院は、救急病院等を定める省令（昭和３９年厚生省令第８号）

第１条第１項の規定による救急病院である。

平成２８年４月１５日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第４５２号
国土調査法（昭和２６年法律第１８０号）第６条の３第２項に規定す

る平成２８年度の事業計画を、平成２８年４月１日次のとおり定めた。

平成２８年４月１５日

愛媛県知事 中 村 時 広

発 行 愛 媛 県
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印 影 管 守 場 所 用 途
使用開始

年 月 日

東 予 地 方 局

中 予 地 方 局

南 予 地 方 局

内水面採

捕許可用

平成２８年
４月１日

平成脳神経外科
病院

松山市北井門二丁目７番
２８号

医療法人松山平
成会

平成３１年
３月３１日
まで

愛媛大学医学部
附属病院 東温市志津川 国立大学法人愛

媛大学
平成３１年
３月３１日
まで

西予市立野村病
院

西予市野村町野村９号５３
番地 西 予 市

平成３１年
３月３１日
まで

愛媛県立南宇和
病院

南宇和郡愛南町城辺甲２４
３３番地１ 愛 媛 県

平成３１年
３月３１日
まで

名 称 所 在 地 開 設 者 名 認 定 の
有効期限

社会医療法人石
川記念会ＨＩＴ
Ｏ病院

四国中央市上分町７８８番
地１

社会医療法人石
川記念会

平成３１年
３月３１日
まで

独立行政法人労
働者健康福祉機
構愛媛労災病院

新居浜市南小松原町１３番
２７号

独立行政法人労
働者健康福祉機
構

平成３１年
３月３１日
まで

調査を行う
者 の 名 称 調 査 地 域 調 査 期 間 摘 要

松 山 市

堀江地区の一部 平成２９年３月３１日まで 地籍調査

勝岡地区の一部 〃 〃

上総地区 〃 〃

水口地区 〃 〃

内宮地区 〃 〃

馬木地区の一部 〃 〃

柳谷地区 〃 〃

河中地区 〃 〃

梅木地区 〃 〃

東川地区 〃 〃

恩地地区 〃 〃

大井野地区 〃 〃

東鳥生町、北高下
町、南高下町、衣
干町の一部

平成２９年３月３１日まで 地籍調査

毎週（火・金）曜日発行 第２７６５号 平成２８年４月１５日

平成２８年４月１５日金曜日 第２７６５号

愛 媛 県 報
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�愛媛県告示第４５３号
測量法（昭和２４年法律第１８８号）第１４条第１項の規定に基づき、

国土地理院長から次のとおり基本測量を実施する旨の通知があった。

平成２８年４月１５日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 作業種類 基本測量（空中写真撮影・オルソ作成）

２ 作業期間 平成２８年４月１９日から

平成２９年３月３１日まで

３ 作業地域 松山市、今治市、西条市、東温市

�������
�愛媛県告示第４５４号
測量法（昭和２４年法律第１８８号）第３９条において準用する同法第

１４条第２項の規定に基づき、国土交通省四国地方整備局松山河川国

道事務所長から次のとおり公共測量が終了した旨の通知があった。

平成２８年４月１５日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 作業種類 公共測量（基準点測量）

２ 作業期間 平成２７年１２月２０日から

平成２８年３月３１日まで

３ 作業地域 新居浜市 船木地区

�������
�愛媛県告示第４５５号
測量法（昭和２４年法律第１８８号）第３９条において準用する同法第

１４条第２項の規定に基づき、国土交通省四国地方整備局松山河川国

道事務所長から次のとおり公共測量が終了した旨の通知があった。

平成２８年４月１５日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 作業種類 公共測量（基準点測量）

２ 作業期間 平成２８年１月１２日から

３月２５日まで

３ 作業地域 西条市（一部）

�������
�愛媛県告示第４５６号
建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第７７条の３５の８第３項の規

定により、指定構造計算適合性判定機関から次のとおり構造計算適

合性判定の業務を行う事務所の所在地の変更の届出があった。

平成２８年４月１５日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 名称及び住所

一般財団法人ベターリビング

東京都千代田区富士見二丁目７番２号

２ 変更する構造計算適合性判定の業務を行う事務所の所在地

� 変更前

名 称 事務所の所在地

構 造 判 定 部 東京都千代田区富士見二丁目７番２号

� 変更後

名 称 事務所の所在地

本 部 東京都千代田区富士見二丁目７番２号

今 治 市

北鳥生町、南鳥生
町、北高下町、南
高下町の一部

〃 〃

南鳥生町、北高下
町、南高下町の一
部

〃 〃 （概況調査）

衣干町、石橋町、
広紹寺町、北鳥生
町、土橋町、横田
町の一部

〃 〃 （概況調査）

宇 和 島 市

大浦の一部 平成２９年３月３１日まで 地籍調査

上畑地の一部 〃 〃

下畑地の一部 〃 〃

下畑地の一部 〃 数値情報化

大浦の一部 〃 〃

八 幡 浜 市

向灘の一部 平成２９年３月３１日まで 地籍調査

日土町５番耕地の
一部

〃 〃

八幡浜の一部 〃 〃

大谷口一丁目等７
単位地区

〃 〃 （概況調査）

日土町５番耕地の
一部

〃 数値情報化

新 居 浜 市

高木町の一部、庄
内町の一部、坂井
町の一部

平成２９年３月３１日まで 地籍調査

庄内町二丁目、庄
内町三丁目

〃 〃

別子山弟地の一部 〃 〃

西 条 市

西泉の一部、坂元
の一部

平成２９年３月３１日まで 地籍調査

坂元の一部 〃 〃

坂元の一部、氷見
の一部

〃 〃

氷見の一部 〃 〃

西泉の一部、坂元
の一部

〃 数値情報化

坂元の一部 〃 〃

大 洲 市

長浜の一部 平成２９年３月３１日まで 地籍調査

新谷の一部 〃 〃

菅田の一部 〃 〃

宇津の一部 〃 〃

新谷の一部 〃 数値情報化

菅田の一部 〃 〃

長浜の一部 〃 〃

四国中央市

富郷町寒川山の一
部

平成２９年３月３１日まで 地籍調査

川滝町下山領家の
一部

〃 〃

金生町山田井の一
部

〃 〃

富郷町津根山の一
部

〃 〃

土居町上野の一部 〃 〃

新宮町馬立の一部 〃 数値情報化

土居町上野の一部 〃 〃

金生町山田井の一
部

〃 〃

金砂町平野山の一
部

〃 〃

東 温 市

滑川の一部 平成２９年３月３１日まで 数値情報化

松瀬川の一部 〃 〃

松瀬川の一部 〃 地籍調査

上 島 町 魚島一番耕地の一
部

平成２９年３月３１日まで 地籍調査

松 前 町

北川原の一部 平成２９年３月３１日まで 地籍調査

北黒田の一部 〃 〃

筒井、浜、東古泉
の一部

〃 〃

南黒田の一部 〃 〃

浜（新立）の一部 〃 〃 （概況調査）

浜（本村）の一部 〃 〃 （概況調査）

愛 媛 県 報平成２８年４月１５日 第２７６５号
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名古屋事務所 愛知県名古屋市中区栄四丁目３番２６号

３ 変更年月日

平成２８年４月２０日

�������
�愛媛県告示第４５７号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により、

今治市土地改良区から次のとおり役員が就任し、及び退任した旨の

届出があった。

平成２８年４月１５日

愛媛県東予地方局長 菅 豊 正

就 任

退 任

�愛媛県告示第４５８号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により、

新居浜市旦之上土地改良区から次のとおり役員が就任し、及び退任

した旨の届出があった。

平成２８年４月１５日

愛媛県東予地方局長 菅 豊 正

就 任

退 任

�������
�愛媛県告示第４５９号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第３０条第２項の規定により、

新居浜市旦之上土地改良区の定款の変更を認可した。

平成２８年４月１５日

愛媛県東予地方局長 菅 豊 正

�愛媛県告示第４６０号
建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２９条第１項第４号の規定に基づき、次のとおり建設業者の許可を取り消した。

平成２８年４月１５日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第４６１号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

平成２８年４月１５日

愛媛県中予地方局長 藤 井 晃 一

�愛媛県告示第４６２号
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）第４６条第２項の規定により、指定障害福祉サー

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 白 石 武 志 今治市松木３０－１１

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 白 石 和 孝 今治市松木３０１－２

役員の種類 氏 名 住 所

監 事 岡 憲 朗 新居浜市萩生１２９９－１

役員の種類 氏 名 住 所

監 事 合 田 信 隆 新居浜市萩生１４０４

許 可 番 号 許 可
年月日 商 号 又 は 名 称 代表者氏名 主たる営業所の所在地 取 消

年月日
取 り 消 し た
建 設 業 の 種 類

取消しの原因
となった事実

（般－２７）第１３２８４号 平成２８年
１月２３日 �進栄土建 前田 明美 松山市古川南３－１３５５－

１
平成２８年
３月１日

土木工事業
とび・土工工事業
水道施設工事業

建設業の廃止

（般－２７）第１３２５４号 平成２７年
１２月４日 松山木材製品市場� 林 美希 松山市山越６－１５－２ 平成２８年

３月３日
建築工事業
大工工事業 建設業の廃止

（般－２３）第１６８７８号 平成２３年
７月５日 電建工事店 楠田 善� 松山市東垣生町５０１－４ 平成２８年

３月１５日 電気工事業 建設業の廃止

（般－２７）第２６０１号 平成２７年
６月１６日 愛媛森連産業� 井谷 渙郎 松山市中野町甲１３９－７ 平成２８年

３月２８日 建築工事業 建設業の廃止
（一部）

（般－２６）第１６５２７号 平成２６年
７月９日 石本建設 石本 竹好 伊予郡砥部町高尾田８４０ 平成２８年

３月２９日 建築工事業 建設業の廃止

検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

２８中局建（開）第１号

平成２８年４月４日
伊予郡松前町大字昌農内字竹ノ鼻４２６番１

伊予郡松前町大字昌農内３８番地

弓 立 高 史

弓 立 知 里

愛 媛 県 報平成２８年４月１５日 第２７６５号
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選挙管理委員会告示
�������

�愛媛県告示第４６４号
建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５号の規定

により、次のとおり指定道路を指定した。

平成２８年４月１５日

愛媛県南予地方局長 佐 伯 登志男

１ 指定道路の種類

建築基準法第４２条第１項第５号

２ 指定年月日

平成２８年４月８日

３ 指定道路の位置

大洲市中村字下障子１５８番２の一部、１６２番１の一部及び１６２番

８

４ 指定道路の延長及び幅員

� 延長 ２０．３３メートル ３１．６６メートル

� 幅員 ６．００メートル ４．８０メートル

�愛媛県選挙管理委員会告示第１６号
平成２８年４月５日開催の委員会において、地方自治法（昭和２２年

法律第６７号）第１８７条第１項の規定による選挙の結果、次の者が委

員長に就任した。

平成２８年４月１５日

愛媛県選挙管理委員会

委員長 大 塚 岩 男

ビス事業者から次のとおり指定障害福祉サービス事業を廃止する旨の届出があった。

平成２８年４月１５日

愛媛県南予地方局長 佐 伯 登志男

�愛媛県告示第４６３号
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）第５１条の１４第１項の規定により、次のとおり指

定一般相談支援事業者を指定した。

平成２８年４月１５日

愛媛県南予地方局長 佐 伯 登志男

�愛媛県選挙管理委員会告示第１７号
次の政治団体は、政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第１７条第２項の規定により、平成２８年４月１日以後、政治活動（選挙運動を

含む。）のために寄附を受け、又は支出をすることができない団体となったので、同条第３項の規定に基づき告示する。

平成２８年４月１５日

愛媛県選挙管理委員会委員長 大 塚 岩 男

事業者番号
指 定 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 事 業 者

指定障害福祉
サービスの種類

廃止に係る指定障害福祉サービス事業所
廃 止
年 月 日

氏名又は名称 主たる事務所
の 所 在 地 代表者の氏名 名 称 所 在 地

３８１０３００２５５ ＮＰＯ法人 結の会 愛媛県宇和島市三間町
増田２０番地 稲 田 司 就労移行支援 ゆいの里 愛媛県宇和島市三間町

増田２０番地
平成２８年
３月３１日

事業者番号
指 定 一 般 相 談 支 援 事 業 者

指定地域相談
支援の種類

指 定 一 般 相 談 支 援 事 業 所
指 定
年 月 日

名 称 主たる事務所
の 所 在 地 代表者の氏名 名 称 所 在 地

３８３３６００１０３ 内子町 愛媛県喜多郡内子町平
岡甲１６８番地 稲 本 隆 壽 地域移行支援 内子町障害者地域活動

支援センターかいと
愛媛県喜多郡内子町五
十崎甲１２８８番地

平成２８年
４月１日

３８３３６００１０３ 内子町 愛媛県喜多郡内子町平
岡甲１６８番地 稲 本 隆 壽 地域定着支援 内子町障害者地域活動

支援センターかいと
愛媛県喜多郡内子町五
十崎甲１２８８番地

平成２８年
４月１日

住 所 氏 名

松山市北�米町２０２番地１ 大 塚 岩 男

政 治 団 体 の 名 称
代表者及び会計責任者の氏名

主 た る 事 務 所 の 所 在 地
代 表 者 会 計 責 任 者

原発いらない人々愛媛 長 野 鉄 雄 長 野 鉄 雄 今治市大正町３－４－３

たきもと徹後援会 滝 本 徹 原 俊 司 松山市千舟町四丁目５番地２

脱原発愛媛県知事を創る会 小田々 豊 岩 城 留美子 今治市玉川町龍岡下８０８

西岡孝知後援会 西 岡 孝 知 西 岡 孝 知 伊予市双海町高岸甲１５７６

��������������

愛 媛 県 報平成２８年４月１５日 第２７６５号

３３７



��������������
�愛媛県選挙管理委員会告示第１８号
不在者投票のできる施設の指定（平成２２年２月愛媛県選挙管理委員会告示第９号）の一部を次のように改正する。

平成２８年４月１５日

愛媛県選挙管理委員会委員長 大 塚 岩 男

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

１・２ 省略

３ 老人ホーム

１・２ 省略

３ 老人ホーム

名 称 種類 所 在 地 指定年月日 名 称 種類 所 在 地 指定年月日

省略 省略

特別養護老人ホ

ーム和光苑新館

省略 特別養護老人ホ

ーム和光苑新館

省略

特定有料老人ホ

ーム福寿荘

有料老人ホ

ーム

松山市馬木町２１

５８

平成２８年４月５

日

省略 省略

特別養護老人ホ

ーム祝の郷

省略 特別養護老人ホ

ーム祝の郷

省略

ショートスティ

いづみ

老人短期入

所施設

宇和島市泉町一

丁目１－４０

平成２８年４月５

日

省略 省略

４・５ 省略 ４・５ 省略

まつやま元気１００年宣言 川 本 光 明 原 俊 司 松山市南高井町７８８番地

平成２８年４月１５日 発行
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